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　政府の「良質かつ適切な医療を効率
的に提供する体制の確保を推進するた
めの医療法等の一部を改正する法律
案」が３月18日、衆議院本会議で審議
入りした。厚生労働委員会の審議は24
日から始まった。田村憲久厚生労働大
臣は、本会場での趣旨説明において、
質が高く適切な医療を効率的に提供す
るために、今回の改正の実施が必要と
強調した。野党からは、新型コロナな
ど新興感染症等への備えを含め、病床
削減や現状の医療提供体制の見直しを
進めることへの懸念が示された。
　田村厚労相は18日の本会議で、「今
後とも人口減少や人口構造・医療需要
の変化が見込まれるとともに、新興感
染症等への備えと対応が一層求められ
る中で、医師の働き方改革と地域医療
の確保の両立、医療専門職が自らの能
力を活かし、より能動的に業務に取り
組むことの推進、新興感染症等に対応
した地域医療計画の見直し、地域医療
構想の実現などを通じて良質かつ適切
な医療を効率的に提供する体制を確立
するため、この改正法案を提出した」
と法案の趣旨を説明した。
　改正法案の主な内容は以下の通りと
なっている。◇長時間労働の医師の労
働時間短縮および健康確保のための措
置の整備等◇医療関係職種の業務範囲
の見直し◇医師養成課程の見直し◇新
興感染症等の感染拡大時における医療
提供体制の確保に関する事項の医療計
画への位置づけ◇地域医療構想の実現
に向けた医療機関の取組みの支援◇外

来医療の機能の明確化・連携◇その他
として、持ち分の定めのない医療法人
への移行計画認定制度の延長─。
　田村厚労相の趣旨説明に対し、立憲
民主党の山川百合子議員、公明党の高
木美智代議員、日本共産党の宮本徹議
員が質問した。なお、立憲民主党・共
産党、国民民主党、社民党は議員立法
で、医療従事者に再び慰労金を支給す
るとともに、慰労金の対象を子ども子
育て支援施設にも広げる「新型コロナ
ウイルス感染症対応医療従事者等を慰
労するための給付金の支給に関する法
律案」を提出しており、同法案も医療
法等改正案とあわせて審議されること
になった。
　立憲の山川議員は、「我が国の国民
皆保険を基盤とする医療提供体制の柔
軟さがコロナ禍においても、緩衝材と
して働き、各国と比べて被害を抑制し
ているのではないか。この制度を見直
すよりも、今は医療従事者を慰労金で
支援し、病床削減やリストラは、コロ
ナ禍が収まってから、じっくりと取り
組めばよいのではないか」と質問した。
　これに対し田村厚労相は、「今回の
法案は医療従事者のリストラを前提に
したものではない」と答弁した。その
上で、病床機能再編支援事業について、
「新型コロナ対応の医療では、重症、
中等症、軽症、回復した患者の各段階
で、各病院が機能に応じて役割を果た
しており、医療機能の分化・連携が重
要であることが改めて認識されている。
この制度は医療機能の分化・連携を進

療機関が一律に開始するのではなく、
できるところから始められるようにす
るべきと主張した」と述べ、厚労省の
社会保障審議会・医療部会での了承後
の与党審査での法案変更の説明を求め
た。
　田村厚労相は、「公明党の指摘も踏
まえ、医療機関の状況に応じて時短計
画に取り組めるようにした。具体的に
は、2024年４月までの間、時短計画と
計画に基づく取組みについて、一律一
斉に義務づけるのではなく、現在、長
時間労働の医師が勤務している医療機
関に対しては、努力義務としつつ、特
例水準の指定を希望する医療機関につ
いては、第三者評価を受ける前に、時
短計画の作成を求める案としている」
と回答した。
　共産党の宮本議員は、「国は病床削
減を進める方針だが、これ以上、医療
機関の余力を削いで、新型コロナに対
応できるのか。病床削減の方針を改め、
感染症に強い日本をどう作るのかを議
論すべきだ。新型コロナの病床確保が

最大の課題であり、今やるべきことは、
医療機関への支援であり、医療従事者
への二度目の慰労金だ」と訴えた。
　田村厚労相は、新型コロナの病床確
保の基本姿勢として、「今回の感染拡
大で認識された課題を整理し、次の感
染拡大に備え、病床確保を進める。病
床だけでなく、自宅・宿泊療養を含め
療養場所を確保するなど患者の症状に
応じて、療養先を決定し、退院につな
げるための調整を円滑に進める必要が
ある」と述べた。
　現状の支援策としては、「新型コロ
ナの患者を受け入れた病院に対しては、
強力な財政支援を用意するとともに、
医療人材確保の観点では、医療スタッ
フの派遣や自衛隊の災害派遣も用いて、
通常の圏域を超えた支援で対応してい
る。そのために、医療従事者の派遣の
ための支援額を倍増したほか、人工呼
吸器やECMOを使える人材の研修を
実施している。やれる策を総動員して、
人材確保を進めている」と理解を求め
た。

医師の働き方改革など医療法等改正案が国会で審議入り
医療法等改正案 新興感染症等に対応し医療計画も見直し

医療機関において
最も重要な「安全」について

医療機関においても「安全」は、最
も重要な分野です。「ハインリッヒの
法則」によれば１つの重大事故の背景
には29の軽微な事故があり、さらにそ

の背景には300のインシデントが存在
し、その300が「ヒヤリ・ハット」とも
言われています。「ヒヤリ・ハット」は
ヒューマンエラーがきっかけになるこ
ともゼロではありません。再発防止に
は「全員が事態を理解し、共感し、同
じ轍を踏まないためにその気になる」
ことが大事だと思います。
これまで当法人では「ヒヤリ・ハッ
ト」事例は、始終がビッシリと長文で
記載されたレポートが提出され、関連
会議で共有されていますが、全職員が

「真の共有」をして、日々の業務に活
かすことが極めて重要です。今年度か
らは、どんな小さなことでも、見逃さ
ないで報告することは勿論、ある航空
会社の取り組みを参考に書式を大きく
変更し、絵の上手い下手は気にせず、
できるだけイラスト入りで「ヒヤリ・
ハット」を吹き出しでの解説入りで記
載し提出することとし、イラストがメ
インの報告書をバックヤードの全職員
が目にする掲示板の隣にＡ４サイズで
掲示することにしました。

現在では、仲間に共有しようと心を
込めて描いたであろう「うっかり」、「ヒ
ヤリ・ハット」事例のイラスト入りレ
ポートが、現時点で15事例が掲示され
ており、歩く職員が立ち止まって、仲
間の事例を振り返りながら、頷きなが
ら、共有している姿を目にするように
なりました。
医療機関にとって安全の確保は、最
も重要な課題として取り組んでいかな
ければなりません。
� （江口　有一郎）
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め、必要なダウンサ
イジングや統合を支
援するために措置し
た」と説明した。
　公明党の高木議員
は、医師の働き方改
革に関して、「公明
党は、新型コロナも
踏まえ、法案作成過
程で、医師労働時間
短縮計画の実施を医

　日本医療安全調査機構（髙久史麿会
長）は３月22日、医療事故調査・支援
センターの2020年の年報を公表した。
2020年度の医療事故発生報告件数は
324件で、制度発足後、年度単位で集
計可能な過去５年で最も低い件数だっ
た。院内調査結果報告件数は355件で、
患者死亡から院内調査結果報告までの
期間の平均は、176日となっている。
センター調査への依頼件数は27件で、
81.5％が遺族からの依頼となっている。
　医療事故発生報告件数の推移をみると、
2016年が406件、2017年が370件、2018年
が377件、2019年が373件で、2020年の324

件は最も少ない。新型コロナの影響が
あるかは不明だ。起因した医療では、
手術（分娩含む）が157件で最も多く、
次いで処置が55件、投薬・注射が19件、
診察が17件となっている。手術の内訳
では、開腹手術が27件で最も多く、次
いで経皮的血管内手術が22件、開胸手
術と腹腔鏡下手術が19件、その他が17
件となっている。
　病床規模別に報告実績をみると、病
床が多いほど、報告件数も多くなる。
900床以上の病院では、80.8％で報告
実績がある。400床～ 499床で報告実
績がある病院は35.7％。200床～ 299床

で報告実績のある病院は15.1％。
　医療事故調査発生報告から１年以上
調査している理由としては、105件の
回答のうち、「委員会開催のための日
程調査に時間を要している」が25件で
もっと多い。次いで、「報告書の作成
に時間を要している」が22件、「遺族へ
の調査結果の説明やその後の対応に時
間を要している」が18件で多い。解剖
は36.9％で実施している。死亡時画像
診断（Ai）の実施状況は34.4％となって
おり、解剖とAiの両方の実施が23.4％
を占める。
　センター調査の状況では、累計の院

医療事故調査制度の2020年の結果を報告
日本医療安全調査機構 院内調査結果の報告件数は過去５年で最も低い

内調査結果報告件数（1,627件）のうち、
センター調査は141件で8.7％。セン
ター調査に依頼した理由では、依頼が
医療機関の場合、33件のうち、「院内
調査結果の検証をしてほしい」が19件
で多い。依頼が遺族の場合、「院内調
査結果に納得できない」が353件のう
ち、343件で大部分を占める。
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　新型コロナウイルス感染症の収束は
未だ目途が立たない中、緊急事態宣言
期間がさらに延長されることになった
（その後、解除）。どうも我が国の新型
コロナウイルス感染症対策については
行政と専門家がしっくりいっていない
ように見受けられ、メディアの報道に
も偏りが目立ち、釈然としないものを
感じざるを得ない。
　「新型コロナウイルスが国内に入っ
てきた時点での水際作戦として、コス
トを負担してでも小さなリスクでも潰

すことは防疫戦略として適切な選択で
ある。しかし、この作戦は短期集中に
限るべきであり、市中感染が見られる
ようになったら対象のリスクの可能性
を層別化し、多少のリスクは受容でき
るグループにおいては日常の生活を優
先し、新型コロナウイルス対策はより
高リスクの対象に絞って行う持続作戦
に速やかに移るべきである」という専
門家の意見は十分に納得できるもので
ある。
　感染が収束するのは、多くの人々が

罹患するか、ワクチンを接種し集団免
疫が確立することが必要とされている。
しかし、我が国の現状では、早期に集
団免疫が確立するとは思われない。現
時点で求められるのは、死を予防する
ことであり、重症者を出さないことで
ある。感染者を出さないことではない。
重症にならないなら、感染は必ずしも
悪いことではない。
　ステイホーム政策は、高齢者にとっ
ては死を予防するものであるが、新型
コロナウイルス感染症に罹らなくても
その他の原因により遅からず死亡する
可能性は高い。一方、若年者にとって
新型コロナウイルス感染症は必ずしも
重篤な疾患ではなく、むしろ、この政
策によって生じる不況による経済的損

リスクに対応した新型コロナ対策を
失や精神的ダメージは高齢者と比較す
ると圧倒的に大きいと思われる。だか
らこそ、将来を考えるとこれからの社
会を担う若年者に焦点を当てた政策が
なされるべきであろう。
　臨床の現場で新型コロナウイルスに
感染した認知症高齢者に対して高度の
治療が実施されているのを見て、すっ
きりしない気持ちになるのは小生だけ
だろうか。このようなことを述べると
高齢者を大切にしないのかと批判され
ることは容易に想定される。決して大
切にしないと言っているのではなく、
時流に流されない、科学的根拠に基づ
いた、きめ細かい施策を期待している
のである。
� （美原　盤）

　中医協総会（小塩隆士会長）は３月
10日、新型コロナの医療機関への影響
を踏まえ、実施を今年３月末まで半年
間延長していた2020年度診療報酬改定
の「重症度、医療・看護必要度」の基
準値など入院料等の見直しの経過措置
について、９月末まで、さらに半年間
延長することを了承した。
　具体的な対応は３点。①「重症度、
医療・看護必要度」や回復期リハビリ
テーション病棟の実績指数、地域包括
ケア病棟入院料の診療実績の基準を満
たしているものとする取扱いは2021年
９月30日まで延長②地域医療体制確保
加算の救急搬送受入れ実績など施設基
準等で年間実績を使用している項目は、
2021年９月30日まで、2019年の実績値
での判定を認める③DPC制度は、
2021年度の機能評価係数Ⅱは据置き、
激変緩和係数は撤廃する（右下表を参
照）。
　なお、②の施設基準等の年間実績の
対応で、コロナ病床を割り当てられて
いる医療機関は、2022年３月末までの
延長が認められる。
　今回、再延長を判断するにあたり、
入院医療等の調査・評価分科会（尾形
裕也座長）において医療機関の状況の
調査結果が報告されたが、医療機関の
新型コロナ患者の受入れがどの程度、
診療報酬上の実績に影響を与えたかと
いうことについて、詳しく分析できて
いない。このため、医療機関には、実
態把握のためのデータ提出を再延長期
間に求めることにした。
　医療機関には実績の記録とともに、
基準を満たしていない場合は、その項
目や実績値、新型コロナ対応の有無、
基準を満たさなくなった理由などの届
出を求める。再延長の期限が切れる10
月以降の判断が適切に行えるよう、医
療機関の実情を把握できるようにする。

2020年度改定調査の速報値を報告
　同日の入院医療等の調査・評価分科
会に、2020年度診療報酬改定の2020年
度調査の結果の速報値が報告された。
　「重症度、医療・看護必要度」の施
設基準等、地域包括ケア病棟入院料等
や回復期リハビリテーション病棟入院
料の実績要件等、療養病棟入院基本料
等の慢性期入院医療における評価の見
直しなどが、2020年度調査の項目と
なっている。これらは2020年度改定の
影響をより適切に把握するため、2021
年度調査と２回に分けて実施すること
になっていた。
　ただ、これらの見直しは経過措置が
延長されているため、実施されておら
ず、2020年度改定の影響を把握する調

査結果にはなっていない。
　調査票の回収結果をみると、全体的
に回収率が向上した。急性期一般入院
基本料等の区分では、2018年度調査の
39.3％から49.6％に上がった。地域包
括ケア病棟入院料・回復期リハビリ
テーション病棟入院料等は35.9％から
43.4％、療養病棟入院基本料は28.0％
から35.8％に上がった。調査票の工夫
や、病院団体による協力依頼のアナウ
ンスなどの効果があったと推測される。
　調査結果について、コロナ対応が
あった医療機関となかった医療機関の
違いに着目して分析した。調査では、
以下の①～④のいずれかに該当すれば、
「コロナ対応」の医療機関になる。コ
ロナの影響の詳細な把握は現状では難
しいが、医療機関にコロナが広範な影
響を与えていることは明らかであると
いえる。なお、厚生労働省は、６月に
もう少し詳しいデータを提出すると回
答している。
　４つの該当項目は、①新型コロナ感
染症患者等を受け入れた医療機関等②
新型コロナ対応の医療機関に職員を派
遣した医療機関③学校等の臨時休業に
伴い、職員の勤務が困難となった医療
機関等④新型コロナ感染症に感染、ま
たは濃厚接触者となり出勤ができない
職員が在籍する保険医療機関等─と幅
広く、１つでも該当すればコロナ対応
を行った医療機関となる。
　急性期一般入院料１の「重症度、医
療・看護必要度Ⅰ」について、新型コ
ロナの感染が拡大した2020年４～６月
の状況をみると、基準値を下回る医療
機関が2019年度より多くなった。その
期間で、コロナ対応を行った医療機関
では、コロナ対応を行わなかった医療

機関より基準値を下回る医療機関が多
い。ただ、その違いは明確ではない。
2020年４～６月で、基準値を下回る急
性期一般入院料１の医療機関の状況を
みると、コロナ対応を行った医療機関
で基準値のばらつきが大きく、コロナ
対応を行わなかった医療機関で比較的
小さいという結果だった。
　急性期一般入院料１の重点医療機関
の割合は45.8％（平均受入可能病床数
は21.9床）、協力医療機関は25.3％（同
4.5床）となっている。
　地域包括ケア病棟入院料・管理料１
では、2020年11月時点で、地域包括ケ
アの実績要件を満たしてない医療機関
は、コロナ対応を行った医療機関のほ
うが、コロナ対応を行っていない医療
機関よりも多かった。回復期リハビリ
テーション病棟入院料１では、2020年
７月時点で、2019年度ではリハビリ
テーション実績指数の基準を下回って
いなかったが、2020年度では下回る医
療機関があった。
　地域包括ケア病棟入院料・管理料に
おいて、重点医療機関の割合は入院料
１・管理料１で2.8％（平均受入可能
病床数は9.0床）、入院料２・管理料２
で24.0％（同14.9床）、協力医療機関は
入院料１・管理料１で27.1％（同2.7床）、
入院料２・管理料２で29.2％（同4.0床）。
回復期リハビリテーション病棟入院料
１・２では、重点医療機関の割合は
5.6％（同19.2床）、協力医療機関の割
合は16.2％（同3.2床）。療養病棟入院
基本料では、重点医療機関の割合は入
院料１で2.2％（同8.3床）、入院料２で
6.7％（同6.7床）、協力医療機関の割合
は入院料１で7.4％（同3.3床）、入院料
２で4.4％（同2.6床）となっている。

　ただし、これらは地域包括ケア病棟・
管理料や回復期リハビリテーション病
棟入院料の病棟等の割合・数ではなく、
病院全体の割合・数である。
　これらの調査結果を踏まえ、全日病
会長の猪口雄二委員は、新型コロナが
医療機関全体に甚大な影響を与えてい
ることを指摘した上で、「コロナ対応
を行った医療機関では、一般病棟だけ
でなく、地域ケアや回復期リハでも基
準や実績が下がる傾向がみてとれる」
と指摘。また、「この調査の後に、第
三波が来た。現在も新型コロナの影響
が続いている」と述べ、経過措置の判
断において、それに配慮した対応が必
要との姿勢を示した。
　全日病常任理事の津留英智委員も、
第三波の状況に対する懸念を表明。「コ
ロナ対応を行っていなかった医療機関
でも、その後、クラスターが発生して、
コロナ対応を行わざるを得なくなった
医療機関がある。また、病院団体の経
営状況調査で、特に経営状況が悪化し
た集団があり、クラスターの発生によ
るものと想像される」と述べ、新型コ
ロナの影響が大きい医療機関を把握で
きる詳細なデータを求めた。
　入院医療等の調査・評価分科会の終
了後に開催された総会では、同様の調
査結果が報告され、経過措置の延長の
是非を議論した。
　日本病院会副会長の島弘志委員は、
「医療機関のこの１年は未知との遭遇
とそれとの戦いの連続だった。まだ平
時には戻れておらず、経過措置の据え
置きはやむなしだ」と述べた。健康保
険組合連合会理事の幸野庄司委員は、
「今回の調査結果をみると、コロナ対
応の有無で、あまり差が出ていない。
データに基づき、次の延長の判断を行
うため、基準を満たせなくなった理由
などをしっかりと把握すべきだ」と強
調した。

2020年度改定の経過措置をさらに半年間延長
中医協・総会・入院医療等分科会 入院料等の基準の調査結果示す

●経過措置等の考え方
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　厚生労働省は３月24日、「今後の感染
拡大に備えた新型コロナウイルス感染
症の医療提供体制整備について」を事
務連絡した。いつ来るかわからない新
型コロナの次の感染拡大時を想定し、
都道府県に病床確保などの体制整備の
見直しを求める。一般医療を制限せざ
るを得ない状態に陥る、今冬の１日あ
たり最大患者数の２倍程度を見込んだ
緊急避難的な対応と、一般医療との両
立が可能な体制整備の２本柱で計画の
策定を求める。４月中に方針を決定し、
５月中に全体の体制整備を完了するこ
とを、厚労省は都道府県に要請している。
　３月18日に、政府の新型コロナウイ

　厚生労働省は３月24日、中医協総会
に診療報酬改定結果検証部会でまとめ
た2020年度診療報酬改定の結果検証の
特別調査（2020年度調査）の結果を報
告した。調査内容は多岐にわたるが、
病院の外来における定額負担や新型コ
ロナの影響、医師の働き方改革への対
応に絞って、結果を概観する。
　2022年度改定に向け、2020年度改定
の結果を検証するための特別調査は11
項目あり、うち５項目を2020年度調査
で実施している。具体的には、①かか
りつけ医機能等の外来医療に係る評価
等に関する実施状況調査（その１）②
精神医療等の実施状況調査（その１）
③在宅医療と訪問看護に係る評価等に
関する実施状況調査④医療従事者の負
担軽減、医師等の働き方改革の推進に
係る評価等に関する実施状況調査（そ
の１）⑤後発医薬品の使用促進策の影
響及び実施状況調査─が実施された。
　2020年度調査の回収率は、前回の調
査と比べ、回収率が若干低下する傾向
がみられた。回答率向上策を実施しつ
つも、新型コロナによる影響も一定程
度把握するため、質問項目が増えたこ
とや、新型コロナに対応する医療機関
の負担感が大きかったことなどが影響
したと考えられる。

200床以上の約９割が定額負担あり
　病院の外来における定額負担の状況
をみると、初診時では、一般病床200
床の病院のうち、2019年10月には
88.3％であった「定額負担あり」の割合
が、2020年10月には89.9％となった。
2020年度改定で定額負担が義務化され
る病院が拡大した影響があるが、定額
負担が義務化されていない一般病床
200床以上の病院の選定療養の徴収状
況をみても、2020年10月は76.7％で
2019年10月の75.0％よりも上がってい
る。
　定額負担が義務化されていない一般
病床200床以上の病院の定額負担の金
額の平均値は2020年10月で、2,283円、
中央値で2,200円となっている（右表参
照）。
　かかりつけ医調査では、緊急事態宣
言期間中の患者の受療行動の調査結果
が示された。緊急事態宣言が出た４月
１日から解除された５月31日までの、
患者の対応と健康影響をきいている。
医療機関への質問で、「受診間隔の延
長」にみられる患者の受療行動の変化
に際して行った対応の結果、患者への
健康影響が「ほとんどなかった」と回
答した医療機関は66.3％であった。

ルス感染症対策本部において、「緊急
事態宣言解除後の新型コロナウイルス
感染症への対応」が決定された。対応
の一つに、「一般医療の機能を守りつ
つ機動的に適切なコロナ医療を提供す
るための医療提供体制の充実」が盛り
込まれた。事務連絡は、その具体的な
内容を盛り込んだものだ。
　新たな体制整備ではまず、感染者数
の大幅増に備えた対応方針を早急に検
討する。今冬の１日あたり最大感染者
数の２倍程度を想定し、その時の最大
療養者数（入院、宿泊療養、自宅療養
の患者）を、国が示す方法に基づき算
出。最大療養者数に見合う患者の療養

　健康保険組合連合会理事の幸野庄司
委員は、「７割近くが影響ないと回答
したことは興味深い。医療の適切なか
かり方を考える上で深堀りすべきデー
タだ」と述べた。しかし、これに対し
ては、診療側から「３割もいることが
問題と考えるのが自然」（池端幸彦委
員・日本慢性期医療協会副会長）との
意見が相次いだ。

地域医療体制確保加算届出病院の状況
　2020年度改定では、医師の働き方改
革への対応が重要な課題となり、様々
な対応が行われた。特に注目されたの
が、地域医療体制確保加算（520点）で、
救急車などによる救急搬送が年間２千
件以上であるなど救急医療の実績や、
勤務医の負担軽減・処遇改善の体制を
整えることが施設基準となっていた。
しかし、新型コロナの患者を受け入れ
る病院と役割が重なる傾向があり、そ
の影響が懸念されている。
　地域医療体制確保加算の届出状況を
みると、2020年10月時点で、200床～
399床の76.6％、400床以上の病院では、
97.4％が届け出ている。新型コロ専用
の病院・病棟を設定する重点医療機関
の88.3％が地域医療体制確保加算を届
け出ている。2020年４月から11月１日
までの間に、一度でも医療提供状況に
変化があったかをたずねる質問への回
答では、地域医療体制確保加算を届け

先を確保し、入院・退院調整ができる
計画とする。これは、一般医療を相当
程度制限せざるを得ない状況で、時限
の緊急避難的な対応と位置付ける。
　一方、一般医療との両立を図る対応
でも、患者受入れが実際に可能な病床
を最大限確保する体制整備を求める。
その際、昨夏の療養者数の推計を基本
としつつ、現在の確保病床数以上を確
保した計画に見直す。医療機関間の役
割分担の徹底や医療従事者確保、後方
支援病院確保などにより、病床を最大
限積み上げ、５月中に新たな病床・宿
泊療養計画とすることを要請している。
　その際の地域の協議・合意では、地

出ている病院は、「入院」「手術」で制限
を設けた割合が高くなっている。
　地域医療体制確保加算の施設基準で
ある医師の負担軽減策では、「医師事
務作業補助者の外来への配置」
（87.9％）、「 院 内 保 育 所 の 設 置 」
（79.9％）、「当直翌日の業務内容の軽減
（当直翌日の休日を含む）」（66.7％）の
実施割合が高い。

新型コロナの働き方への影響
　新型コロナが人々に行動変容を促し、
ICT機器の活用など医療従事者の負担
軽減につながる面もあった。新型コロ
ナが与えた働き方における「よい影響」
も、調査ではきいている。それによる
と、地域医療体制確保加算を届け出て
いる病院と届け出ていない病院のいず
れでも、「患者数が減った」、「対面によ
るカンファレンスや会議等が減った」、
「ICTの活用が進んだ」などがあがっ
た。一方、「悪い影響」では、「患者数
が減った」、「出勤できない職員が発生
した」、「メンタルヘルスに支障をきた
す職員が発生した」、「職員の勤務体制
を変更する必要が生じた」などがあ
がった。

薬剤師が確保できず加算取れない
　病棟における薬剤師の関与の状況で
は、薬剤師が配置されている病棟に勤
務している医師に、薬剤師の関与が多

域医療構想調整会議の場などを活用し、
二次医療圏を基本に一定の圏域で協議
を行うことを求めている。また、医療
機関が確保する最大コロナ病床につい
て、「最終的に、医療機関と個別に書面
で合意を得ること」とした。
　新たな計画を実施するため、国は一
連の患者対応の状況や一般医療への影
響度合いを確認するための項目を示す。
具体的には、療養先調整中人数や後方
支援医療機関への待機件数などで把握
する患者の目詰まり、救急搬送困難事
例件数、ICU使用率などをあげ、一般
医療への影響を把握する。
　モニタリングにより、新規感染者数
の増加が２週間後に、一般医療と両立
させる計画で積み上げた病床を超えて
しまう見込みの場合や、短期間で急激
に感染者が増加する場合は、緊急避難
的な対応に切り替える。

い業務をたずねると、「退院時の薬剤
情報管理指導」が83.3％で最も高い。
次に多いのは、「患者からの情報収集
（投薬歴、持参薬等）」（81.1％）となっ
ている。病棟薬剤師を配置することで、
医師の負担軽減に効果があるとの回答
が多かった業務でも、同様の結果と
なっている。
　2020年４月～９月の期間に、病棟薬
剤業務実施加算を届け出ている病院で、
届出のために行った対応で最も多かっ
たのは、「薬剤部門の人員配置・勤務
体制の見直し」（60.3％）であった。病
棟薬剤業務実施加算を届け出ていない
病院が、届け出ていない理由で最も多
かったのは、「薬剤師の人数が不足し
ており、病棟専任薬剤師による病棟業
務の実施時間が週20時間に満たないた
め」（86.0％）であった。
　池端委員は、「病棟薬剤師への期待
は大きいが、病院が薬剤師を確保する
のは大変。待遇にも問題があるが、薬
局に行ってしまう薬剤師が多い。診療
報酬の評価があれば、状況は変わる」
と、次期改定での対応を求めた。
　そのほか、「重症度、医療・看護必
要度」の記録時間・業務負担の変化を
みると、2020年度改定により、B項目
の「根拠となる記録」が不要になった
ことや、必要度Ⅱに変更したことにつ
いて、看護職員の「記録時間が短くなっ
た、または負担が減った」との回答が
４～６割程度あり、一定の負担軽減が
図られていることが示された。

新たな感染拡大に備えた病床確保計画求める

医師の働き方改革への対応や新型コロナの影響を調査報告

厚労省・事務連絡

中医協総会

緊急避難的な対応では一般医療を制限

2020年度改定の結果検証の特別調査

＜初診時の定額負担の設定金額及びその分布＞
　初診時の定額負担の設定金額(平均値）は2019年10月時点で3792.4円、2020年10月時点では4403.9円であった。初診時の定額負担の設定金額
は、2020年度診療報酬改定の対象病院で変化があったほか、特定機能病院、一般病床200床以上の病院（特定機能病院・地域医療支援病院以外）でも、
より高い額を設定する病院の割合が増加した。
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図　公立・公的等・民間（民間の地域医
療支援病院含む）別の新型コロナ患者受
入可能医療機関及び割合

インタビュー● 猪口雄二会長　に聞く

　政府は新型コロナウイルスの感染
を抑えるために、１月７日に一都四県
を対象に緊急事態宣言を発出。一定
の成果をあげたことから、緊急事態
宣言は３月21日に解除された。この
間、新型コロナ患者の病床を確保す
るため、全日病は会員病院に対し、コ
ロナ患者受入れを要請するとともに、
行政や医療関係団体と協力して医療
提供体制の確保に取り組んできた。
　感染第３波を踏まえて、ウィズ・コ
ロナの状況にどのように対応するか
を猪口雄二会長に聞いた。

──緊急事態宣言が３月21日に解除
されましたが、現在の感染状況につい
てどうみていますか。
　２か月半に及ぶ緊急事態宣言に
よって、新規感染者数はピーク時より
大幅に減少し、一定の成果がみられる
として緊急事態宣言が解除されまし
たが、首都圏は下げ止まりから増加傾
向にあり、リバウンドの懸念もあり、
警戒を緩められる状況にはないと思
います。
　変異株が広がる兆候もみられるの
で、感染の第４波も念頭に置いて医療
提供体制の確保に努める必要がある
と考えています。

──この間の動きをふり返ってみたい
のですが、感染拡大の第３波が押し寄
せる中で、民間病院の新型コロナ患者
受入れが少ないことを問題視する報道
が相次ぎました。
　年末に感染者が急激に増え、年が
明けると東京で１日２千人を超える感
染者が報告されるようになり、病床逼
迫が懸念される事態になりました。医
療崩壊を起こさないために、コロナ患
者の受入れ病床を増やさないといけ
ないという状況で、報道が過熱して、
民間病院が新型コロナ患者を受け入
れていないという論調がみられました。
　感染者数が減少すると同時にこう
した報道は影をひそめていますが、こ
の問題は冷静に考える必要がありま
す。
　まず、報道の根拠となったデータで
すが、厚生労働省が地域医療構想ワー

緊急事態宣言は解除されたが
感染状況は油断できない

民間の受入病院は
公立・公的よりも多い

キンググループに出した資料です。
G-MISで報告のあった全医療機関の
うち、高度急性期・急性期病棟を有
する医療機関（4,201医療機関）で、新
型コロナ患者の受入れが可能な医療
機関は、公立で69％、公的で79％、民
間で18％というデータが示されました。
このような数字を根拠に、「民間病院
は２割しか受け入れていない」との判
断がされたのです。
　しかし、データの中身をよくみる必
要がある。これは病床機能報告で高
度急性期・急性期の機能を持つと報
告した医療機関が対象でした。病床
機能報告は、病院が主に担っている
機能を報告しているもので、２～３病
棟のケアミックス病院で、１病棟でも
急性期病棟があれば急性期と報告し
ている病院は少なくありません。
　また、設立主体の分類にも注意が
必要です。この資料では公立病院は、
ほぼ自治体病院ですが、公的病院は
「公的医療機関等2025プラン策定対象
医療機関」であり、様々な設立主体を
含んでいて、国立病院機構や日本赤
十字、済生会などのほか、民間病院の
地域医療支援病院も公的病院に入っ
ているのです。コロナ患者を多く受け
入れている大学病院など特定機能病
院も公的病院の位置づけです。大きな
民間病院は地域医療支援病院である
ことが多いのですが、そこが公的病院
にカウントされていたのです。
　厚労省は追加資料を提示し、１月
10日までに報告があった分として、地
域医療支援病院を民間に含めました
（図）。そうすると、受入れ可能な民間
病院の割合は30％まで上がります。た
だ、多くの人は、それをみただけでは
「それでも少ない」と言うかもしれま
せん。
　でも、民間病院の大部分は200床以
下の中小病院です。１病院あたりの病
床数が少ない上に、急性期だけでな
く、回復期・慢性期の機能も果たして
いるので、感染防止対策として、動線
を引くのも人材を確保するのも難しい。
例えば、２～３病棟のケアミックス病
院が、１病棟を新型コロナ専用の病棟
にして対応した場合、ゾーニングが難
しく、人員的にも無理があります。
　また、受入れ可能医療機関の割合
だけでなく、受入れ可能病床数を示し
てほしいと思います。病床数は時々
刻々と変わるので、難しいのはわかり
ますが、民間病院の受入れ医療機関
の数は、公立・公的より多いですし、
東京や大阪など、特に病床が逼迫し
た地域では、民間病院のほうが新型コ
ロナ患者を受け入れていることも
知ってほしいのです。

──感染拡大による病床逼迫が伝えら
れる中で、四病院団体協議会・日本医
師会・全国自治体病院協議会は新型コ
ロナウイルス感染症患者受入病床確保
対策会議を設置し、２月３日に報告書
をまとめました。
　病院団体や日医は、１月から病床が
逼迫した地域における病床確保の要
請を行っていますが、地域の取組みを
さらに支援するため、協議会を立ち上

関係団体が協力し
コロナ患者の受入病床確保

げました。病院団体や日医は全国組織
ですが、新型コロナの感染拡大に直
面するのは各地域です。地域の中で
関係者が調整する際に、我々が支援
できることとしては、まずは情報共有
があります。受入れ医療機関や患者
数、病床数などを把握し、公的な支
援として何があるのかを把握し、情報
提供する役割です。
　人材派遣では、JMAT（日本医師会
災害医療チーム）やAMAT（全日本
病院協会災害時医療支援活動班）が活
動します。特に、AMATは救急車を
持つ病院が参加しているので患者を
移送することもできます。また、行政
は、保健所を通して、受入れ医療機
関の調整を行っていますが、医療機関
同士がウェブ会議などで、より具体的
なことに踏み込んで、調整したほうが
早い場合があります。
　特に課題になったのが、後方支援
の役割で、民間病院の新型コロナ患
者の受入れが少ないと言われている
ときに、新型コロナからの回復患者を
受け入れるという重要な役割が与え
られる形となりました。さらに、自宅・
宿泊療養している患者に、健康状態
の管理を含めて、地域の医療機関が
どう関わっていくかも重要課題となり
ました。
　そのような調整においても、都道府
県単位できちんと調整ができていれ
ばよいですが、例えば県境などでは、
病院団体や医師会が関係を取り持っ
たほうがよい場合があります。
　このような医療側の取組みに応え
て、厚労省は、２月16日に「新型コロ
ナウイルス感染症の医療提供体制の
整備に向けた一層の取組の推進につ
いて」（事務連絡）を示し、地域の関係
団体の協力のもと、地域の会議体を活
用して医療機能に応じた役割分担を
明確化した上で、病床確保を進めるこ
となどが示されました。後方支援で
は、新たに診療報酬や介護報酬の特
例が設けられるなど、我々と歩調を合
わせた対応が図られています。

──新型コロナの感染拡大の状況もあ
る程度、落ち着いてきました。
　いま心配しているのは、介護施設で
クラスター発生が多いことです。それ
に対して、どのような医療の支援がで
きるか。災害医療コーディネーター、
感染管理の支援を行う医療従事者な
どの支援チームやDMAT・DPATを
派遣することになっていますが、クラ
スター発生がさらに増えれば、対応で
きなくなってしまうでしょう。
　また、財政的な支援について、補助
金の活用をより柔軟にし、どの補助金
を使うことができるかも明確にしてほ
しいと思います。なお、「高齢者施設
等における感染防御・業務継続の支
援のための体制整備等について」（２
月10日・事務連絡）では、人材確保に
緊急包括支援交付金が活用できるこ
とが示されましたし、2021年度介護
報酬改定では、感染症対策に一定の
報酬の上乗せが行われることになっ
ています。
　介護施設の中でも、特に介護老人

介護施設における
クラスター発生を懸念

保健施設は、一定の医療が介護報酬
の中に包括されてしまっているので、
クラスターになってしまった場合に、
実際にかかった費用がきちんと請求
できるか確認する必要があると思い
ます。

──地域医療構想の議論は、新型コロ
ナの感染拡大でストップしていますが、
着実な推進が求められます。新型コロ
ナ対策でも医療機関の機能分化が、ポ
イントの一つになっています。
　厚労省の「地域医療構想に関する
ワーキンググループ」（２月３日開催）
では、再編統合の再検証を要請する
公立・公的病院を抽出する作業におい
て、人口100万人以上の構想区域の「類
似かつ近接」の分析は困難との結論に
なりました。
　当然の話で、人口30万～ 50万人で
病院の数が30施設ぐらいの構想区域
であれば、顔の見える関係での議論
が可能です。しかし、大都市では無
理です。例えば、東京都は100万人を
超える構想区域ばかりですし、人口
150万人で、病院が100施設あったら、
もう話し合いになりません。大都市の
二次医療圏（＝構想区域）は見直さざ
るを得ないと思います。
──2022年度診療報酬改定の議論
が始まりますが、新型コロナへの対応
で、様々な特例が設けられたほか、
2020年度改定の経過措置の延長も
続いており、異例づくめの状況です。
　新型コロナが収束して、東京オリン
ピック・パラリンピックも開催され、
通常の状態に戻ることを願っていま
すが、こればかりはわかりません。
2020年度改定の入院基本料や入院料
の見直しは、経過措置の延長が続き、
改定結果を全く検証できない状況で
す。コロナ特例もどうなるか。当面、
９月まで算定できることになっている
特例の医科外来等感染症対策実施加
算や入院感染症対策実施加算の取扱
いは大きな議論になるでしょう。
　そうはいっても、次期改定に向けた
課題は少なくありません。オンライン
診療の見直しや、不妊治療の保険適
用があり、特に外来機能の明確化が
重要課題となっています。将来的に、
消費税の引上げが予想される中で、い
わゆる控除対象外消費税についても、
個別の病院単位では診療報酬による
補てんにばらつきがあることは明らか
であるため、今のやり方では限界があ
ると考えています。
──ありがとうございました。

見通しがつかない
2022年度診療報酬改定

新型コロナウイルス対策における民間病院の役割
データに基づく冷静な議論が不可欠
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　政府は２月２日、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。法
案は、医師の働き方改革をはじめ、医師養成課程の見直し、新型コロナ感染症を踏まえた医療計画の見直し、外来機能報告制度創設など幅広い内容を含んでいる。
同法案は、３月18日の衆院本会議で審議入りした。法案の概要は以下の通り。

【資料】医療法等改正案の概要

●改正の趣旨
　良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確
保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療
関係職種の専門性の活用、地域の実情に応じた医療
提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に
対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地
域医療構想の実現に向けた医療機関の取組に対する
支援の強化等の措置を講ずる。

Ⅰ．医師の働き方改革:
　長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保の
ための措置の整備等（医療法）⇒2024年４月１日に
向け段階的に施行
〇これまでの我が国の医療は医師の長時間労働によ
り支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療
の高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進む
中で、医師個人に対する負担がさらに増加すること
が予想される。
〇こうした中、医師が健康に働き続けることのでき
る環境を整備することは、医師本人にとってはもと
より、患者・国民に対して提供される医療の質・安
全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を
維持していく上で重要である。
〇地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活
かして患者により質の高い医療を提供するタスクシ
フト/シェアの推進と併せて、医療機関における医
師の働き方改革に取り組む必要がある。

【対策】
〇長時間労働を生む構造的な問題への取組
・医療施設の最適配置の推進

（地域医療構想・外来機能の明確化）
・地域間・診療科間の医師偏在の是正
・国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進
〇医療機関内での医師の働き方改革の推進
・適切な労務管理の推進
・タスクシフト/シェアの推進

（業務範囲の拡大・明確化）⇒一部、法改正で対応
＜行政による支援＞
・医療勤務環境改善支援センターを通じた支援
・経営層の意識改革（講習会等）
・医師への周知啓発
■時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用

（2024.4～）⇒医療法改正で対応

＜地域医療等の確保＞
・医療機関が医師の労働時間短縮計画の案を作成
・評価センターが評価
・都道府県知事が指定
・医療機関が計画に基づく取組を実施
＜医師の健康確保＞
・面接指導：健康状態を医師がチェック
・休息時間の確保：連続勤務時間制限と勤務間イン
ターバル規制（または代償休息）

Ⅱ．医療関係職種の業務範囲の見直し（診療放射線
技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技
士法、救急救命士法）⇒2021年10月１日施行
〇関係団体（全30団体）から「医師の働き方改革を進
めるためのタスク・シフティングに関するヒアリン
グ」を実施。
〇ヒアリングで提案された業務のうち、「実施する
ためには法令改正が必要な業務」について、 「医師の
働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェア
の推進に関する検討会」において、安全性の担保等
の観点から、タスク・シフト/シェアの推進につい
て検討。
〇下記について、法律改正により、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士へのタス
ク・シフト/シェアを推進することで合意。

【診療放射線技師】
〇ＲＩ検査のために、静脈路を確保し、ＲＩ検査医
薬品を投与する行為、投与終了後に抜針及び止血す
る行為
〇医師又は歯科医師が診察した患者について、その
医師又は歯科医師の指示を受け、病院又は診療所以
外の場所に出張して行う超音波検査

【臨床検査技師】
〇超音波検査において、静脈路を確保して、造影剤
を接続し、注入する行為、当該造影剤の投与が終了
した後に抜針及び止血する行為
〇採血に伴い静脈路を確保し、電解質輸液（ヘパリ
ン加生理食塩水を含む）に接続する行為
〇静脈路を確保し、成分採血装置を接続・操作する
行為、終了後に抜針及び止血する行為

【臨床工学技士】
〇手術室等で生命維持管理装置や輸液ポンプ・シリ
ンジポンプに接続するために静脈路を確保し、それ
らに接続する行為
輸液ポンプやシリンジポンプを用いて薬剤（手術室
等で使用する薬剤に限る）を投与する行為、投与終
了後に抜針及び止血する行為
〇心・血管カテーテル治療において、身体に電気的
負荷を与えるために、当該負荷装置を操作する行為
〇手術室で行う鏡視下手術において、体内に挿入さ
れている内視鏡用ビデオカメラを保持し、術野視野
を確保するために操作する行為

【救急救命士】
〇現行法上、医療機関に搬送されるまでの間（病院
前）に重度傷病者に対して実施可能な救急救命処置
について、救急外来（※）においても実施可能とする。
　※ 救急外来とは、救急診療を要する傷病者が来院

してから入院（病棟）に移行するまで（入院しな
い場合は、帰宅するまで）に必要な診察・検査・
処置等を提供される場のことを指す。

Ⅲ．医師養成課程の見直し（医師法、歯科医師法）
①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、
②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を
行うことができる旨を明確化。
⇒①は2025年4月1日／②は2023年4月1日施行等
■医師国家試験の受験資格における共用試験合格の
要件化
　大学における医学教育の中で重要な役割を果たし
ている共用試験について、医師国家試験の受験資格
の要件として医師法上位置づけることとする。また、
共用試験の合格は医学生が一定水準の技能・態度の
レベルに達していることを担保するものであること
から、共用試験に合格していることを臨床実習にお
いて医業を行うための要件とする。
■医学生が臨床実習において行う医業の法的位置づ
けの明確化
　医学生がより診療参加型の臨床実習において実践
的な実習を行うことを推進し、医師の資質向上を図
る観点から、「共用試験」に合格した医学生について、
医師法第17条の規定にかかわらず、大学が行う臨床
実習において、医師の指導監督の下、医療に関する
知識及び技能を修得するために医業を行うことがで
きることとする。

Ⅳ．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体
制の確保に関する事項の医療計画への位置付け（医
療法）⇒2024年４月１日施行
＜背景＞
○新興感染症等の感染拡大時には、広く一般の医療
提供体制にも大きな影響（一般病床の活用等）
○機動的に対策を講じられるよう、基本的な事項に
ついて、あらかじめ地域の行政・医療関係者の間で
議論・準備を行う必要
＜概要＞
　都道府県が作成する「医療計画」の記載事項に「新
興感染症等の感染拡大時における医療」を追加
○詳細（発生時期、感染力等）の予測が困難な中、
速やかに対応できるよう予め準備を進めておく点が、
災害医療と類似
⇒いわゆる「５事業（※）」に追加して「６事業」に
　※ ５事業：救急医療、災害時における医療、へき

地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医
療を含む）

○今後、厚生労働省において、計画の記載内容（施策・
取組や数値目標など）について詳細な検討を行い、

「基本方針」（大臣告示）や「医療計画作成指針」（局長
通知）等の見直しを行った上で、各都道府県で計画
策定作業を実施
⇒第８次医療計画（2024年度～ 2029年度）から
追加

Ⅴ．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の
支援（地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進に関する法律）⇒2021年４月１日施行
〇2020年度に創設した「病床機能再編支援事業」を
地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業に
ついては国が全額を負担することとするほか、再編
を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。
＜背景＞
○地域医療構想の実現に向けて積極的に取り組む医
療機関に対し、病床機能や医療機関の再編を行う際
の課題（雇用、債務承継、初期投資など）に対応す
るための支援が必要
＜概要＞

（１）病床機能再編支援事業を全額国費の事業とし
て地域医療介護総合確保基金へ位置付け
○2020年度限りとして措置された「病床機能再編支
援事業（※）」について、消費税財源を活用した地域
医療介護総合確保基金の中に位置付け、全額国負担
の事業として、2021年度以降も実施
　※ 地域医療構想調整会議等の合意を踏まえて、病

床機能を再編し、自主的な病床削減や病院統合
を行う医療機関に対し、財政支援を実施

（２）再編計画の認定（税制上の優遇）
○複数医療機関の再編・統合に関する計画（再編計
画）について、厚生労働大臣が認定する制度を創設
○認定を受けた再編計画に基づき取得した不動産に
関し、登録免許税を優遇（租税特別措置法により措
置）

Ⅵ．外来医療の機能の明確化・連携（医療法）
⇒2022年４月１日施行
〇医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外
来等について報告を求める外来機能報告制度の創設
等を行う。
＜外来医療の課題＞
○患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報
が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向
がある中、一部の医療機関に外来患者が集中し、患
者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じて
いる。
○人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、
かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確
化･連携を進めていく必要｡
＜改革の方向性＞
○地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向け
て、データに基づく議論を地域で進めるため、
①医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告
する。
②①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」に
おいて、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協
議を行う。
⇒①・②において、協議促進や患者の分かりやすさ
の観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を
地域で基幹的に担う医療機関（紹介患者への外来を
基本とする医療機関）を明確化
〇医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す
基準を参考にして、地域の協議の場で確認すること
により決定
⇒患者の流れがより円滑になることで、病院の外来
患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、
医師の働き方改革に寄与

Ⅶ．その他 持ち分の定めのない医療法人への移行
計画認定制度の延長 ⇒公布日施行
〇移行計画認定制度の期限を2023年９月30日までと
する。

医療機関に適用する水準 年の
上限時間

面接
指導

休息時間
の確保

Ａ（一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務
連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間

※2035年
度末を目標
に終了 義務

Ｂ（救急医療等）

C-1（臨床・専門研修）
1,860時間

C-2（高度技能の修得研修）
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　全日病は2021年度介護報酬改定の説
明会をオンライン開催した。厚生労働
省老健局の眞鍋馨・老人保健課長の講
演が３月８日～ 15日に映像配信され
た。眞鍋課長は、新型コロナの感染拡
大を含めた2021年度介護報酬改定の背
景とともに、主要事項の解説を行った。
以下では、施設系サービスの見直しを
中心に、その要旨をまとめた。

〇経営実態調査の結果から
　介護報酬改定の議論の前に、介護事
業経営実態調査を実施した。2020年度
調査では、2019年度決算の対前年度比
が老人保健施設で▲1.2％であるなど、
厳しい結果が示された。影響を分析す
ると、人件費増の要因が大きかった。
　この状況も踏まえ、今回改定では、
若干の濃淡をつけながら、プラス
0.70％分の財源をすべて基本報酬に充
てた。このうち、0.05％分は新型コロ
ナに対応するための特例的な評価であ
る。2021年９月末までの間、すべての
基本報酬に0.1％分の上乗せを行う。
　新型コロナの影響は、2020年４月・
５月で「通所介護」、「通所リハビリテー
ション」、「短期入所生活介護」、「短期
入所療養介護（老健）」の保険給付額や
利用者数の減少に大きく出ており、手
当てが必要ということになった。収入
減だけでなく、支出増もある。支出増
については、主に補正予算で対応した。
　2021年度改定では５本の柱を設けた。
①感染症や災害への対応力強化②地域
包括ケアシステムの推進③自立支援・
重度化防止の取組の推進④介護人材の
確保・介護現場の革新⑤制度の安定性・
持続可能性の確保である。「感染症や
災害への対応力強化」以外は、前回改
定と同様となっている。人口構造の変
化など、変わらない課題に対し、連続
性のある対応を行うことが重要である。

〇感染症や災害への対応力強化
　介護サービスは、利用者やその家族
の生活を継続する上で欠かせない。感
染症や災害が発生しても、サービスが
安定的・継続的に提供される必要があ
る。介護報酬や運営基準等、予算事業
による対応を適切に組み合わせ、総合
的に取組み、対応することが重要だ。
　感染症対策の強化では、現行の委員
会の開催、指針の整備、研修の実施等
に加え、訓練（シミュレーション）の
実施等を義務化する。業務改善の取組
みの強化では、業務改善に向けた計画
等の策定、研修の実施、訓練の実施等
を義務化する。どちらも３年の経過措
置を設ける。４月中に留意事項通知で
示すが、小規模事業所を支援するため、
法人全体で実施すればよいとの取扱い
を考えている。
　通所リハビリ等の報酬について、感
染症や災害の影響により利用者数が減
少した場合の特例措置を設ける。「同
一規模区分内で減少した場合の加算」
では、利用者減の月の実績が、前年度
の平均延べ利用者数等から５％以上減
少している場合に、基本報酬の３％の
加算を算定可能とする。「規模区分の
変更の特例」では、前年度の平均延べ
利用者数ではなく、利用者減の月の実
績を基礎とした規模区分を算定可能と
する。なお、５％以上の利用者減に対
する新型コロナの特例は、年度当初か
ら新たな仕組みが適用される。

〇地域包括ケアシステムの推進
　2019年６月に認知症施策推進大綱が

閣議決定され、「共生」と「予防」を車の
両輪とする施策が進められている。
　今回改定では、介護に関わるすべて
の者の認知症対応力を向上させるため、
介護に直接携わる職員が認知症介護基
礎研修を受講するための措置を義務化
する。３年の経過措置を設ける。各種
研修については、ｅラーニングの活用
等により受講しやすい環境整備を行う。
　看取りへの対応では、「人生の最終
段階における医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン」等の内容に
沿った取組みを老健施設では努力義務
とし、看取り介護加算では要件化する。
看取り介護加算では、死亡日45日以前
の対応を評価する新区分を設ける。こ
れまでは死亡日30日以前を評価してい
た。
　医療と介護の連携では、医師等が居
宅療養管理指導を行う際、居宅介護者
の社会生活に目を向け、地域での様々
な支援につながる情報を介護支援専門
員等に提供することを努力義務とした。
　老健施設に対して、短期療養の総合
的な医学管理を評価する総合医学管理
加算（275単位／日）を新設した。１回
の入所で７日まで。在宅復帰・在宅療
養支援という老健施設の機能に則り、
呼吸が苦しいといった場合に、入院せ
ず、短期入所することを評価する。
　老健施設の介護報酬の見直しではほ
かに、所定疾患施設療養費やかかりつ
け医連携薬剤調整加算の見直しがある。
所定疾患施設療養費では、算定要件で、
検査の実施を明確化するとともに、算
定日数を延長する。対象疾患に「蜂窩
織炎」を追加する。かかりつけ医連携
薬剤調整加算では、入所時・退所時で
の、かかりつけ医との連携やCHASE
の活用、減薬に至った場合をそれぞれ
区分し、新たな加算を新設する。
　介護医療院には、療養病床に１年間
以上入院していた患者を受け入れる場
合に算定できる長期療養生活移行加算
（60単位／日）を新設する。入所日か
ら90日間算定できる。介護療養型医療
施設から転換した場合の１年以上の入
院患者にも、算定することができる。

　介護療養型医療施設に対しては、
2023年度末の廃止期限までの円滑な移
行に向け、検討状況の報告がない場合
の移行計画未提出減算（10％／日減算）
を新設する。意思決定に関しては、早
く行ってほしいとの趣旨だ。
　医療と関わるケアマネジメントでは、
利用者が医療機関で診察を受ける際、
介護支援専門員が同席し、医師等と情
報連携し、それを踏まえてケアマネジ
メントを行うことを新たに評価する
（通院時情報連携加算50単位／日）。

〇自立支援・重度化防止の取組の推進
　今回、この項目を大きく見直した。
ポイントは大きく３つ。「リハビリテー
ション・機能訓練、口腔、栄養の取組
の連携・強化」、「介護サービスの質の
評価と科学的介護の取組の推進」、「寝
たきり防止等、重度化防止の取組の推
進」。科学に裏付けられた質の高いサー
ビスを提供するのが目的である。
　リハビリ、栄養、口腔の取組みは一
体的な運用により、効果的な自立支援・
重度化予防につなげられる。例えば、
口から食べるには嚥下訓練、座位を保
つにはリハビリが必要で、それを長く
維持するには、栄養を摂取し筋肉をつ
けないといけないといった具合である。
管理栄養士の腕の見せ所でもある。
　具体的には、加算等の算定要件であ
る計画作成や会議は、リハ専門職、管
理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて
参加することを明確化する。口腔衛生
管理体制加算を廃止し、基本サービス
として、口腔衛生の管理体制を整備す
る。栄養マネジメント加算は廃止し、
状態に応じた栄養管理の計画的な実施
を求める。これらには３年の経過措置
を設けた。また、入所者全員への丁寧
な栄養ケアの実施や体制強化等を評価
する加算を新設し、低栄養リスク改善
加算は廃止する。
　介護に関連する様々な情報を収集す
る体制が整いつつある。介護関連デー
タの中で、通所・訪問リハビリ情報を
VISIT、高齢者の状態やケアの内容等
情報をCHASEという。2020年度から

C H A S E ・
VISITを一体
的に運用する
にあたり、科
学的介護情報

介護報酬改定で感染症対策や科学的介護を推進する
全日病・介護報酬改定等説明会 改定財源はすべて基本報酬に充てる

システム（LIFE）との総称を用いる。
　これに伴って新設する科学的介護推
進体制加算などの加算は、単にデータ
を提出することに対する評価ではない。
計画を作成し（PLAN）、計画に基くケ
アを実施し（DO）、利用者の状態、ケア
の実績等を評価・記録・入力（CHECK）
し、フィードバック情報により計画書
を改善する（ACTION）というPDCAサ
イクルを回すことが重要になる。

〇介護人材の確保・介護現場の革新
　介護職員に対する処遇改善は、これ
までの実績を合計すると、月額75,000
円となる。2018年度改定では新たな経
済政策パッケージに基づき、経験・技
能のある職員に重点化した特定処遇改
善加算を導入した。特定処遇改善加算
は、制度の趣旨は維持しつつ、平均の
賃金改善額の配分ルールを各事業所の
賃金体系にも合うよう、柔軟化した。
　人員配置基準における両立支援への
配慮では、複数の非常勤職員を常勤換
算することや、週30時間以上勤務を常
勤として認める。ハラスメント対策は
すべての介護事業者に求める。介護現
場は、若い人が多く両立支援が助けに
なる。ハラスメントに関しては、介護
従事者が利用者から受けるハラスメン
トに対応する必要がある。

〇制度の安定性・持続可能性の確保
　介護療養型医療施設は、2023年度末
の廃止期限までに介護医療院への移行
等を進めるため、基本報酬を引き下げ
る。介護医療院の移行定着支援加算は、
予定通り廃止する。介護職員処遇改善
加算は上位区分の算定が進んでいるこ
とから、加算（Ⅳ）、加算（Ⅴ）を廃止
する。介護予防サービスにおける介護
予防訪問リハビリテーション、介護予
防通所リハビリテーションは、１年超
の長期利用の評価を引き下げる。
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【主な協議事項】
●正会員として以下の入会を承認した。
北海道	 	医療法人仁楡会仁楡会病

院
	 理事長　丸晋太朗
埼玉県	 	医療法人社団グロリア会

前田病院
	 院長　本間浩彦
千葉県	 	社会福祉法人聖隷福祉事

業団聖隷佐倉市民病院
	 院長　佐藤愼一
千葉県	 	学校法人国際医療福祉大

学国際医療福祉大学成田
病院

	 院長　宮崎　勝
東京都	 	公益社団法人地域医療振

興協会東京北医療セン
ター

	 管理者　宮崎国久
神奈川県	 	社会福祉法人聖隷福祉事

業団聖隷横浜病院

	 院長　林　泰広
他に退会が１件あり、正会員は
2,546会員となった。
●準会員として以下の入会を承認した。
茨城県	 	医療法人社団桜悠会いそ

はらクリニック
	 院長　大曽根　健
他に退会が２会員あり、準会員数は
合計104会員となった。
●2020年度事業計画の一部変更（案）
について承認した。
●2020年度補正予算（案）について承
認した。
●2021年度	事業計画（案）について承
認した。
●2021年度予算（案）について承認した。
●第9回臨時総会（案）について承認し
た。
●役員選任に係る定時総会開催期日の
お知らせ（案）について承認した。
●人間ドック実施指定施設の申請につ

いて承認した。
【主な報告事項】
●次期各都道府県理事候補者数につい
て報告された。
●次期各都道府県副支部長数について
報告された。
●審議会等の報告
「中央社会保険医療協議会総会・調
査実施小委員会・診療報酬基本問題小
委員会」、「社会保障審議会・医療部会」、
「地域医療構想に関するワーキンググ
ループ」、「医道審議会・医師分科会医
師臨床研修部会」、「がん診療連携拠点
病院等の指定に関する検討会」、「救急・
災害医療提供体制等の在り方に関する
検討会」の報告があり、質疑が行われた。
●福島県及び宮城県における地震対応
について報告された。
●外国人材受入事業監理団体許可の更
新について報告があった。
●外国人材受入事業介護技能実習生の

2020年度　第４回理事会・第11回常任理事会の抄録　２月27日

日本語教育支援（案）について報告
があった。
●新型コロナウイルス感染拡大による
病院経営状況の調査（第3四半期）集
計結果について報告があった。
●病院機能評価の審査結果について
□主たる機能
　【3rdG:Ver.2.0】~順不同
◎一般病院1
　佐賀県	 	なゆたの森病院	 更新　
　熊本県	 	天草慈恵病院	 更新　
◎一般病院2
　福島県	 	寿泉堂綜合病院	 更新　
　茨城県	 	牛久愛和総合病院
	 更新　
　１月４日現在の認定病院は合計
2,121病院。そのうち、本会会員は
869病院と、全認定病院の41.0％を
占める。
●新型コロナウイルス感染症の状況等
について、各支部から報告があった。

　厚生労働省は３月10日の中医協総会
（小塩隆士会長）に、新型コロナに対
応するための特例的な診療報酬の算定
状況を把握するための、データを示し
た。2020年４月～７月のNDBデータ
を集計し、2019年と2020年の同時期の

　自民党の安藤高夫衆議院議員（全日
病副会長）は３月24日、医療法等一部
改正案を審議した衆院厚生労働委員会
で質問に立ち、新型コロナのクラスター
対策や医療計画の見直し、医師のタス
クシフト／シェアについて質問した。
　安藤議員は、クラスターが発生した
病院では、新規入院を止めるなど、経
営的に大きな打撃を受けると指摘。コ
ロナ患者を積極的に受け入れていくた
めにもしっかりと支援する必要がある
として厚生労働省の見解をたずねた。
　山本博司副大臣は、コロナ患者を受
け入れる病院が損失を被ることがない
ように支援することが重要と述べた上
で、クラスター発生の場合は、重点医
療機関の病床確保料の補助対象とする
ほか、診療報酬においてもコロナ患者
の診療に加算していることを説明。さ

算定状況をみた。特例的な診療報酬の
取扱いが実施されていることで、2019
年とは算定回数などが大きく変化して
いる。
　下図は、電話等再診料の算定状況で
ある。コロナ禍で、受診抑制が生じ、

らに支援を受けても損失が生じた場合
にどのような対応ができるか引き続き
検討していくと答えた。

医療計画の記載事項で質問
　医療法改正案では、医療計画の記載
事項に新興感染症の対応を追加するこ
ととしている。安藤議員は、新興感染
症に対応できる病床の確保が重要と指
摘。新型コロナの経験を踏まえ、既存
の一般病床を感染症病床に効率的に切
り替えることができる病床のあり方を
考えるべきだと主張。「ゾーニングの
議論もすべきだ」と述べて、政府の見
解を質問した。
　厚労省の迫井正深医政局長は、新型
コロナの病床確保に当たって感染者と
非感染者が交わらないように時間的・
空間的分離（ゾーニング）が重要と述

必要な受診が行われないことを避ける
ため、再診での電話・オンライン診療
の要件を段階的に拡大してきた。この
ため、電話等再診料の算定回数は2019
年の同時期と比べ、大きく増加してい
る。2020年４月の算定回数は114万

べるとともに、既存の一般病床を活用
することが有効とし、医療計画の記載
事項として、ゾーニングをはじめとす
る感染防御対策に配慮した一般病床の
確保を追加する考えを説明。詳細な内
容は今後検討したいと答えた。
　安藤議員は、エビデンスに基づく建
築・設計基準のガイドライン及びハー
ド面の整備に対する補助が必要と要請
した。
　また、安藤議員は感染が拡大した際
の対応を質問。東京では１月に2,500
人を超える新規感染者があったが、今
後これを上回る可能性もあると予想。
重点医療機関が満床になった場合、症
状が改善した陽性患者の転院も必要に
なるとし、退院基準を満たさない患者
の転院も検討する必要があると述べた。
　迫井局長は、新型コロナの対応にお

9,882回で対前年同期比655％、５月は
93万9,328回で同569％、６月で54万
7,260回、同316％となっている。
　規制改革推進会議などオンライン診
療の拡大推進派の後押しもあり、初診
からの電話・オンライン診療も可能と
なった。電話等初診料（214点）の算定
は４月で２万5,636回、５月で２万9,761
回、６月で１万5,939回。ただ、この
間の対面の初診料の算定は、対前年同
期比で４月が58％、５月が59％、６月
が79％という落ち込みを示している。
　救急医療管理加算（950点）は、一般
病棟における新型コロナ患者の受入れ
を評価し、患者の症状に応じ、入院基
本料に２～３倍の点数を算定できるよ
うになった。このため、例えば、２倍
の点数では、４月で8,260回、５月で
１万850回、６月で472回の算定となっ
ているが、対前年同期比でみると、全
体の算定回数は下がる状況となってい
る。通常の救急管理加算１の算定は、
４月で同80％、５月で同85％、６月で
同90％と下がっている。
　新型コロナ患者の入院における感染
症対策を評価した二類感染症患者入院
診療加算（250点）の算定回数は大幅増
だ。２～４倍の点数を算定できる場合
を含め、算定回数は対前年同期比で、
４月で4,199％、５月で同3,908％、６
月で同2,750％となっている。

いて、各病院が機能に応じて役割を果
たしていることを示した上で、コロナ
患者の受入体制を確保するには、医療
機関間の役割分担と連携が重要である
と説明。地域の医療機関における役割
分担や患者の状態に応じた円滑な転院
など、医療機関の連携のあり方を医療
計画の記載事項に加えることを想定し
ていると答えた。
　また、安藤議員は、医師の働き方改
革を進めるためのタスクシフト／シェ
アについて質問。迫井局長は、診療放
射線技師など４職種について法改正を
行い、業務範囲を拡大することを説明
したほか、看護師特定行為研修修了者
の活用を図っていくと述べた。

新型コロナを踏まえた診療報酬特例の算定状況を公表

安藤議員がクラスター発生の場合の支援を要請
衆院・厚生労働委員会 医療計画の記載事項にゾーニングに配慮した一般病床の確保を追加
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　厚生労働省の「高齢者医薬品適正使
用検討会」（印南一路座長）は３月11日、
「病院における高齢者のポリファーマ
シー対策の始め方と進め方（案）」を大
筋で了承した。文言修正などを行った
上で、近く厚労省ホームページ（HP）で
公表する。また、同案を活用したモデ
ル事業を来年度に実施する。

　同案は、ポリファーマシー対策をゼ
ロから始める病院向けの「スタートアッ
プツール」と、ポリファーマシー対策を
ある程度進めている病院が業務手順書
を整備するための参考資料で構成され
ている。
　様式事例集も作成し、国立長寿医療
研究センターの「ポリファーマシー対策

チーム運営要領」や「持参薬評価表」、
東京大学医学部附属病院の「持参薬評
価テンプレート」など11様式を例示した。
　これらを活用したモデル事業を来年
度に実施する。年度内に医療機関を公
募し、数機関を選定。厚労省HPで公
表する。2021年９月頃に中間報告を行
う。中間報告では、業務手順書の効果

を検証するとともに、課題を確認する。
　ただし、効果については、薬剤数の
減少や薬剤師の増加などではなく、業
務手順書が「実際に医療現場でスムー
ズに活用できるものであることを確認
する」（秋下雅弘座長代理・日本老年医
学会理事長）との趣旨であるとしてい
る。

病院のポリファーマシー対策の始め方と進め方まとめる
厚労省・高齢者医薬品適正使用検討会 モデル事業を来年度に実施し、９月に中間報告

　厚生労働省は３月16日、第115回の
医師国家試験の結果を発表した。医師
国家試験の合格者は9,058人で合格率
は91.4％だった。新卒者に限ると、合
格者は8,649人で、合格率は94.4％と
なっている。合格者9,058人のうち、
男性は6,019人で66.4％、女性は3,039
人で33.6％。男性の合格率は90.4％、
女性の合格率は93.4％で、女性のほう

が高い。合格者は女性が増える傾向が
続いている。
　過去10年の合格率は第113回が
89.0％、第111回が88.7％、第107回が
89.8％と90％を下回るが、それ以外は、
90％～ 92.1％（第114回）の間にある。
ただ、2007年度から医師不足に対応す
るため、地域枠を中心に臨時定員を段
階的に増やしており、2013年度以降、

合格者数も増加している。2013年度入
学の第107回の合格者が7,696人である
のに対し、第112回以降の合格者は
9,000人を超えている。
　合格率は新卒が高く、既卒の年次が
下がるにつれ、低くなる傾向がある。
第115回の合格率も、新卒が94.4％、
既卒１年目が72.3％、既卒２年目が
47.0％、既卒３年目が32.6％と下がっ

ていく。
　合格者の男女比の傾向は過去６年で
大きくは変わらないが、第115回と５
年前の第110回を比べると、男性の比
率が67.2％から66.4％に低下し、女性
の比率が32.8％から33.6％に上昇して
おり、女性の割合が0.8ポイント高く
なった。
　大学別では、自治医科大学の合格率
が100.0％で受験者全員が合格した。
新卒に限ると、筑波大学医学群、東京
医科歯科大学、信州大学医学部、自治
医科大学が100.0％となっている。

第115回医師国家試験の合格率は91.4％
医師国試 自治医科大学は合格率が100％

　日本専門医機構の寺本民生理事長は
３月22日に記者会見を行った。年度内
に固める予定だった機構認定のサブス
ペシャルティ領域について、意見がま
とまらず、意見集約を見送ったことを
明らかにした。早急に議論を進め、理
事会で了承し、機構としての案をまと
めた上で、４月中の厚生労働省の医道
審議会・医師分科会医師専門研修部会
で了解を得たい考えだ。
　寺本理事長は、「昨年12月までに各
基本領域が認めたサブスペシャリティ
領域について、レビューシートの記載

を求め、サブスペシャルティ領域検討
委員会で議論し、一定の方向性が示さ
れた。しかし、理事会の議論では、様々
な意見があり、まとめることができな
かった」と述べた。
　サブスペシャルティ領域については、
基本診療領域と連動しているなど、地
域医療に影響を与える可能性の高い23
領域がすでに認定されている。それ以
外で、現在候補となっている21領域の
認定が議論になっている。寺本理事長
は、「サブスペシャルティ領域専門研
修細則に照らすと、かなり抑制される

との判断になるが、何を判断基準にし
て選ぶかということでも、意見が分か
れている」と、議論が混迷している状
況を伝えた。
　考え方としては、「国民にわかりや
すい診療科という観点で、機構は認定
しなければならない。一方で、必ずし
も国民にわかりやすくはなくても、高
度に専門的な領域はあり、そこは学会
が自律性をもって、やればよいわけで、
そこに上下関係はない」と説明した。
ただ、国民へのわかりやすさという観
点でも、意見が分かれるという。

　また、社員への年会費の増額につい
ても、了解が得られていないという。
３月末の社員総会で了解が得られるこ
とを目指す。
　機構による専門医研修が始まり、３
年が経過。第一期の修了者が出ること
に対し、寺本理事長はメッセージを発
した。「紆余曲折もあり３年が経った。
機構の運営に大きな支障はなかったと
考えているが、専攻医の方々にとって
は、新しい制度の下での研修であり、
新型コロナの感染拡大もあった。二重
の意味での大変さがあったと思う。こ
れらの状況ができるだけ専攻医に不利
に働かないよう、機構として配慮した
い。機構が認定する専門医が今後、医
療現場で活躍していくことを期待す
る」と述べた。

サブスペシャルティ領域の意見集約見送り
日本専門医機構 国民へのわかりやすさの観点で判断

■ 現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病ホームページをご参照ください）
研修会名（定員） 日時【会場】 参加費 会員（会員以外） 備考

医療安全管理者養成課程講習会
（第１クール・第２クール：200名、
第３クール：100名）

第１クール（講義）
　2021年５月15日（土）、５月16日（日）
第２クール（講義）
　2021年６月25日（金）、６月26日（土）
第３クール（演習）
　2021年10月２日～11月14日に日程を設定
【第１・２クールはWEB開催、第３クールは会
場参加とWEB参加を併用】

84,700円（105,600円）（税込）
※テキスト代含む

安全管理・質管理の基本的事項や実務指導に関わる
教育・研修を行い、組織的な安全管理体制を確立す
る知識と技術を身に付けた人材（医療安全管理者）を
育成・養成するために開催する。診療報酬の「医療安
全対策加算」取得の際の研修要件を満たす。

「医療事故調査制度への医療機関の
対応の現状と課題」研修会
� （100名）

2021年５月30日（日）
【全日病会議室】
※会場参加とWeb参加でのハイブリッド形式で
開催

11,000円（16,500円）（税込）

各病院が院内事故調査を円滑に実施するための考え
方と方法を習得するために開催する。「医療安全管理
者養成講習会」（全日病・日本医療法人協会共催）の継
続認定の研修会に該当する。

医療安全管理体制相互評価者養成講
習会【運用編】� （100名）

2021年６月５日（土）・６日（日）
【全日病会議室】
※会場参加とWeb参加でのハイブリッド形式で
開催

27,500円（33,000円）（税込）
※テキスト代、昼食代含む

診療報酬の医療安全対策地域加算に適切に対応する
ため開催。研修会受講は施設基準の要件ではないが、
近い将来、体制構築および運用の実態が問われるこ
とは必至で、それを先取りするものと位置付けられる。

病院事務長研修コース
（オンライン講座）� （48名）

2021年５月～11月（全14単位、各単位１日間）
※Zoomを使用したオンライン開催 385,000円（495,000円）（税込）

病院事務長が対象。カリキュラムは、医療政策の動
向や経営戦略、組織管理、財務会計・管理会計、院
内コミュニケーション、病院管理機能、人材マネジ
メント、経営計画策定、共通課題検討など多岐にわ
たり、評価試験に合格すれば「病院管理士」として認
定する。

　四病院団体協議会は３月24日に総合
部会を開いた。日本専門医機構におい
て、新たなサブスペシャルティ領域の
機構認定の議論が進められていること

について、四病協として、新規認定は
認めるべきではないとの考えで一致し
た。機構に理事として参加している全
日病の神野正博副会長や日本精神科病

院協会の森隆夫副会長を通じ、機構の
議論で、四病協の考えを主張する。
　日精協の山崎學会長は、「日本専門
医機構が発足し、19の基本診療領域が

認定された。その土台がまだしっかり
していないのに、サブスペシャルティ
領域の議論に入るのが早すぎる。専門
領域の細分化がどんどん進んで、国民
にわかりにくい状況が改善されていな
い」と反対する趣旨を説明した。
　現状のサブスペシャルティ領域の細
則の基準に従えば、候補の診療科の認
定は困難との認識も示された。

サブスペシャルティ領域の新規認定に反対
神野副会長らを通じて機構で主張四病協・総合部会
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